
唐
代
の
捉
銭
戸
に

し五

つ

て

は

し

き

カ玉

園
家
の
政
治
は
濁
り
天
子
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
多
数
の
官
吏
を
手
足
の
よ
う
に
騎
使
ナ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
可
能
で
あ
る
。
と
こ
に
如
何
に
し
て
手
足
た
る
官
吏
の
生
活
を
支

え
て
や
る
か
が
問
題
と
な
る
。

唐
代
に
於
い
て
は
、
公
陣
本
銭
、
食
利
本
銭
等
と
い
う
も
の
が
あ

っ
て
、
人
を
招
い
て
こ
れ
を
運
管
さ
せ
て
利
息
を
徴
収
し
、

ζ

の
利

息
を
官
僚
の
俸
給
に
あ
て
て
居
た
。

唐
代
官
僚
の
俸
給
は
、
初
め
、
俸
銭
及
び
蔽
米
の
二
本
建
で
あ
っ
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て
、
俸
銭
は
文
字
通
り
銭
を
給
ナ
る
も
の
で
あ
り
、
旅
米
は
米
を
給

ナ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ζ

の
中
、
旅
米
は
至
徳
年
間
以
降
は
慶
止
さ

れ
て
居
る
。
俸
銭
は
一
時
中
断
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
唐
一
代
を
、
遁

横

裕

男

山

じ
て
支
給
さ
れ
て
居
る
。
と
の
俸
銭
支
給
の
た
め
の
財
源
と
な
っ
た

の
が
、
公
癖
本
銭
で
あ
る
。
公
癖
本
銭
は
元
来
底
初
に
於
け
る
政
府

の
財
源
不
足
を
補
う
た
め
の
便
宜
上
の
措
置
で
あ
っ
た
が
、
財
政
支

デ 73-

出
が
次
第
に
擦
大
し
、
正
規
の
税
収
入
だ
け
で
は
官
僚
の
俸
給
を
確

f

保
ナ
る
ζ

と
が
hz
ぼ
つ
か
な
く
な
る
と
、
此
が
恰
も
官
僚
の
俸
給
支

給
の
た
め
の
正
途
の
収
入
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
の
み
で
な
く
徳
宗
の
貞
元
以
後
は
、
更
に
康
く
本
鈍
を

設
け
て
こ
れ
を
出
事
し
、
利
息
を
徴
収
し
て
官
僚
の
俸
給
の
み
な
ら

夕
、
他
の
必
要
な
支
出
の
財
源
と
す
る
こ
と
と
な
っ
て
き
た
の
で
、

本
来
の
官
僚
の
俸
給
に
制
到
す
る
も
の
を
特
K
食
利
本
銭
と
い
っ
て
匡

ω
 

別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

公
牌
本
鎮
の
支
給
を
受
け
、

一
定
の
利
息
を

的
W

園
家
に
納
入
す
る
仕
事
(
色
役
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
)
を
請
負
う
者

こ
れ
を
運
隠
し
て
、
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が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
捉
銭
戸
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
捉
銭
の
役
が
一
般
人
民
の
色
役
に
蹄
せ
ら
れ
る
迄
に

は
、
公
癖
本
銭
運
営
の
方
法
も
幾
度
か
愛
遷
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、

最
初
か
ら
捉
銭
戸
に
そ
の
運
営
が
委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
先
デ
公
陣
本
銭
の
運
替
が
捉
銭
戸
の
手
に
移
る
迄
の
愛
遷
に
つ

い
て
、
大
ま
か
な
観
察
を
し
て
必
く
方
が
便
利
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ

れ
る
。

補
註ω泡

典
巻
三
十
五
職
官
十
七
乱
脈
秩
、
点
観
二
年
の
像
。

な
か
、
こ
れ
ら
の
俸
旅
は
元
来
正
途
の
税
収
で
賄
わ
れ
る
べ
き
性
質
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

ζ

の
僚
の
爽
注
に
、

以
民
地
租
、
充
之
。

と
あ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
う
。

ω通
曲
問
品
世
三
十
五
職
官
十
七
緑
秩
、
貞
観
二
年
の
僚
の
爽
注
に
、

凡
京
女
武
官
。
毎
歳
給
称
。
線
一
十
五
寓
一
千
五
百
三
十
三
石
ニ
斗
。
自

至
徳
之
後
不
給
。

ム
』
ゅ
の
ザ
色
。

川

w
唐
品
開
嬰
品
位
九
十
一
内
外
官
料
銭
上
天
質
十
四
載
の
係
、
同
乾
元
元
年
の

係
等
に
見
え
る
よ
う
に
、
安
史
の
飢
の
中
で
は
料
銭
は
一
切
支
給
さ
れ
な

か
っ
た
。
け
れ
ど
も
康
徳
二
年
に
青
苗
銭
を
課
税
し
て
官
僚
の
俸
料
と
ナ

る
こ
と
が
き
め
ら
れ
、
永
泰
二
年
に
、
青
苗
銭
四
百
九
十
寓
貫
を
得
て
と

れ
を
百
官
に
支
給
し
て
居
る
。
(
冊
府
元
亀
巻
五
百
六
俸
級
二
)

ω唐
舎
前
官
諸
司
諸
色
本
銭
、
冊
府
元
晶
抱
俸
蔽
の
項
K
、
食
利
本
銭
の
名
が
現

れ
る
の
は
貞
一冗
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
公
隈
本
銭
が
館
弊
の
費
用
等
の

膏同に
も
設
け
ら
れ
た
ζ

と
が
開
元
二
十
六
年
の
候
に
見
え
て
居
る。

同
唐
品
問
要
巻
九
十
三
諸
司
諸
色
本
銭
下
元
和
二
年
六
月
の
僚
に
、

中
容
門
下
上
言。

:
・。

其
雨
省
納
課
階
廊
戸
及
捉
銭
人
。
徳
一
百

二

。。

十
四
人
。
望
令
蹄
府
師
脚
色
役
。
勅
旨
。
従
之
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
捉
銭
人
は
ζ

れ
ま
で
官
司
の
役
に
充
て
ら
れ
て
居
っ

た
も
の
を
、
本
来
の
府
燃
の
色
役
に
蹄

し
た
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
章

を
参
照
さ
れ
た
い
。

公
癖
本
銭
の
成
立
と
護
展

私
の
考
で
は
、
公
陣
本
銭
は
も
と
惰
の
制
度
を
沿
襲
し
た
も
の
で

- 74ー

あ
る
が
、
唐
に
入
っ
て
初
め
て
設
け
ら
れ
た
の
は
太
宗
の
貞
観
初
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

(六
二
八
)

貞
甑
二
年
の
僚
に
、

其
俸
銭
之
制
。
京
司
諸
官
。
初
置
公
時
令
行
署
及
番
官
輿
易
。

遁
典
巻
三
十
五
職
官
十
七
緑
秩

以
充
其
俸
。

と
あ
り
、
京
師
に
あ
る
諸
官
衝
の
官
僚
の
俸
給
は
、
公
陣
本
銭
を
置

い
て
行
田
省
、
番
官
等
の
京
司
の
吏
に
輿
易
さ
せ
て
そ
の
利
盆
を
も
っ

て
賄
っ
て
居
る
。
麿
合
閏
要
巻
九
十
一
内
外
官
料
銭
上
に
、

武
徳
己
後
。
閤
家
倉
庫
猶
虚
。
並
給
公
癖
本
。
令
蛍
司
令
史
番
官
。



廻
易
給
(
納
)
利
。

と
る
る
の
に
よ
れ
ば
、
公
陣
本
銭
の
設
置
は
園
家
の
財
源
不
足
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
民
地
の
租
を
以
っ
て

俸
給
に
充
て
る
と
い
う
原
則
は
ナ
で
に
園
初
か
ら
賓
行
出
来
な
い
ζ

と
で
あ
っ
た
の
で
あ
p

る。

(
六
三
八
)

貞
観
十
二
年
に
な
る
と
、
公
脚
脚
本
銭
を
罷
め
て
、
容
円
土
の
賀
銭
に

よ
っ
て
居
る
。
即
ち
、
遁
典
巻
三
十
五
職
官
十
七
融
秩

貞
観
十
二

年
の
燦
に
、

罷
公
廊
。
置
背
士
七
千
人
。
取
諸
州
上
戸
鶏
之
。
準
防
閤
之
制
而

収
其
課
。
三
歳
一
更
。
計
員
多
少
而
分
給
。

と
あ
り
、
上
戸
七
千
人
を
揮
ぴ
取
っ
て
、
防
閣
の
例
に
よ
っ
て
賞
銭

を
徴
収
し
て
官
僚
の
俸
給
に
あ
て
て
居
る
。
防
閣
の
質
課
の
最
高
額

は
年
二
千
五
百
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
け
る
背
士
は
云
う
ま
で
も
な

く
質
役
を
目
的
と
ナ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
防
閤
賞
銭
の
最
高
額

に
相
嘗
ナ
る
二
千
五
百
文
の
銭
の
納
入
学
}
要
求
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

ζ

の
数
か
ら
計
算
す
る
と
、
年
間
園
庫
に
入
る
銭
数
は
一
高
七
千
五
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こ
れ
だ
け
の
収
入
で
は
倫
、
俸
給
支
給

(
六
四
一
)

の
た
め
に
は
不
足
を
費
え
た
の
で
、
貞
盟
十
五
年
に
は
再
び
公
脚
脚
本

、銭
が
設
置
さ
れ
た
。
遁
典
巻
三
十
五
職
官
十
七
様
秩
、
同
年
の
僚
に
、

百
貫
文
に
な
る
。
し
か
し
、

以
府
庫
向
虚
。
勅
。
在
京
諸
司
。
依
蓄
置
公
陣
。
給
銭
充
本
。
置

令
史
・
府
史
・
膏
土
等
。
令
廻
易
納
利
。
以
充
官
人
俸
。

と
あ
り
、
文
献
遁
考
巻
五

征
権
六

同
年
の
僚
に
、

復
置
公
瞬
本
銭
。
以
諸
司
令
史
主
之
。
競
捉
銭
令
史
。
毎
司
九
人
。

補
於
吏
部
。
所
主
纏
五
前
向
銭
。
以
下
市
車
販
易
。
月
納
息
銭
四
千
。

歳
満
受
官
。

と
あ
っ
て
、
今
度
は
、
令
史
、
府
史
、
背
土
等
の
膏
役
に
最
高
五
十

貫
文
の
本
銭
を
興
え
て
商
買
を
さ
せ
て
月
四
貫
文
の
利
息
を
徴
収
し

て
居
り
、
利
息
の
納
入
に
滞
り
な
き
者
に
は
官
を
授
け
る
規
定
で
あ

っ
た
。
と
れ
ら
の
令
史
は
特
に
捉
銭
令
史
と
栴
し
て
他
の
令
史
と
匡

別
し
て
居
る
。
捉
銭
と
い
う
語
が
こ
こ
に
至
っ
て
史
上
に
登
場
ナ
る
。

-75 -

こ
れ
ま
で
は
利
益
に
腫
じ
て
徴
収
す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
銭
に
針
ナ

る
利
息
を
徴
収
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
に
よ
る

と
嘗
時
七
十
徐
の
官
街
が
中
央
に
あ
っ
た
か
ら
、
総
利
息
収
入
は
年

三
官
同
二
百
四
十
貫
と
な
り
、
膏
土
質
銭
収
入
の
約
二
倍
に
あ
た
る
こ

と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
公
脚
脚
本
銭
は
復
活
す
る
と
間
も
な
く
、
貞
観
十
五
年
、

て年
鹿内
止に
さ諌
れ議
た(6)大
。夫

け祷
れ還
と 良
もを
貞先
親頭
二と
十ナ
ー(る
年六貴
K四族
はさ三官
、僚

再の
ぴ反
復劃
活に
さあ
れつ
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十
五
年
の
制
と
同
じ
原
則
の
下
に
行
わ
れ
て
居
負
。

官
僚
の
数
が
急
激
に
増
大
し
た
と
云
わ
れ
る
高
宗
の
時
代
に
入
る

と
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
に
は
見
ら
れ
-
な
か
っ
た
本
鎮
の
財
源
に
充
て

ら
れ
る
も
の
が
は
っ
き
り
指
定
さ
れ
て
居
る
。

高
宗
の
永
徽
元
年
、
公
牌
本
銭
は
一
旦
蔵
止
さ
れ
る
が
、
其
後
、

天
下
百
姓
か
ら
税
銭
(
戸
税
)
を
と
り
た
て
て
、
こ
れ
を
資
本
と
し
て
、

高
戸
・
典
正
等
に
廻
日
勿
さ
せ

T
毎
月
利
息
を
徴
収
ナ
る
こ
と
に
し
た
。

然
る
に
、
や
が
て
税
鎮
の
収
入
が
増
大
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
官

僚
の
俸
給
は
専
ら
税
銭
収
入
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
た
ω
但
し
外
官
の

た
め
に
は
公
臨
本
銭
が
あ
っ
て
そ
の
利
息
が
俸
給
に
あ
て
ら
れ
て
居

る
。
そ
の
後
、
文
何
時
の
頃
か
ら
か
戸
税
を
本
銭
と
ナ
る
公
耐
脚
本
銭
の

出
撃
が
行
わ
れ
た
ら
し
く
、
そ
の
弊
害
が
や
か
ま
し
く
議
論
さ
れ
る

凶

(

七

二

二

)

よ
う
に
な
っ
た
。
開
元
十
年
に
は
、
そ
の
た
め
に
張
嘉
定
の
僚
陳
を

容
れ
て
公
陣
本
銭
の
制
を
罷
め
て
戸
税
で
俸
給
を
賄
う
こ
と
と
し
向
。

け
れ
ど
も
、
戸
税
収
入
に
は
限
度
が
あ
り
、
財
政
の
膨
脹
に
従
っ
て

戸
税
の
支
途
が
多
岐
に
亘
る
よ
う
に
な
る
と
、
官
僚
の
俸
給
に
封
ナ

(
七
三

O
)

る
財
、源
と
し
て
は
不
足
を
魔
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
開
元
十
八
年
、

李
朝
隠
の
請
を
容
れ
て
戸
税
を
本
銭
と
し
、
之
を
自
ら
捉
銭
に
あ
た

る
こ
と
を
願
い
出
た
高
戸
・
典
正
等
に
委
ね
て
利
息
を
徴
収
し
て
居

モU~た
も公
の 瞬
と本
思銭
わの
れ利

息
開 収
元入
二は
十 開
四t元
年き十
、芙八

ζ)年

れ 以
ま後
で
、飛

月躍
俸的

に
食培
料加

し

防
閤
、
庶
僕
、
雑
用
の
名
目
に
分
れ
て
居
た
官
僚
の
俸
給
を
ナ
ベ
マ

月
俸
の
名
の
下
に
統
一
し
て
居

h
。
防
閤
、
庶
僕
は
次
第
に
賞
銭
を

徴
収
し
て
必
要
数
の
防
閤
、
庶
僕
を
雇
う
賃
金
と
さ
せ
、
徐
り
は
官

同
制

僚
の
所
得
に
さ
せ
て
居
た
が
、
と
こ
に
於
て
一
括
し
て
月
俸
の
中

K

繰
り
込
み
、
防
閤
、
庶
僕
費
と
し
て
徴
収
ナ
る
質
課
は
他
に
流
用
出

フ
ま
り
、
公
鼎
本
銭
の
利
息
収
入
は
防
閤
、
庶

来
る
よ
う
に
し
た
。

一76ー

僕
賞
銭
納
入
の
時
期
を
待
た
・
な
く
て
も
毎
月
、
月
俸
の
中
に
防
閤
、

庶
僕
費
を
組
み
込
む
こ
と
が
出
来
る
迄
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
文
、

(
七
五
五
)

天
費
十
四
載
に
は
、
文
武
九
口
問
官
以
上
の
官
員
の
月
俸
の
二
十
パ

l

セ
ン
ト
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
居
る
。
天
質
中
は
戸
税
収
入
も

ω
 

増
加
し
て
居
る
の
で
、
戸
税
を
本
銭
と
ナ
る
公
癖
本
銭
の
利
息
収
入

も
官
僚
の
俸
給
を
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
ナ
る
に
堪
え
得
る
見
透
し
の
立
つ

迄
に
増
加
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

公
癖
本
銭
の
支
途
は
開
元
二
十
四
年
頃
の
館
貼
本
銭
を
初
と
し
て
、

(
七
六
二
)

次
第
に
多
方
面
に
伸
び
て
行
き
、
代
宗
の
費
鹿
元
年
頃
に
は
単

K
公

陣
本
銭
と
は
云
わ
や
た
、
諸
色
本
銭
と
云
う
よ
う
に
な
っ
て
き
恥



安
史
の
飢
の
騒
範
が
収
ま
る
と
、
青
苗
銭
を
徴
収
し
て
、
至
徳
二

(
七
五
七
)

年
以
後
永
ら
く
停
止
さ
れ
て
居
た
官
僚
の
俸
給
を
支
給
す
る
こ
と
に

(
七
八
一
)
(
七
八
五
)

な
っ
た
が
、
徳
宗
の
建
中
二
年
か
ら
貞
元
元
年
に
か
け
て
の
騒
範
に

於
い
て
再
び
官
僚
の
俸
給
は
叛
鋭
鎮
定
後
の
復
曹
を
約
束
し
て
大
巾

に
減
額
さ
れ
、
つ
い

K
は
全
く
支
給
さ
れ
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。

ζ

の

(
七
八
四
)

・

飢
が
漸
く
鎮
静
に
向
っ
た
輿
元
元
年
十
二
月
、
官
僚
の
俸
給
の
全
給

仰

が
決
め
ら
れ
た
が
、
全
額
支
給
と
な
る
と
南
税
収
入
の
み
に
は
頼
れ

な
い
の
で
差
し
あ
た
り
財
源
が
必
要
で
あ
る
。

ζ

こ
に
文
、
公
陣
本

銭
の
廻
易
に
よ
る
収
入
増
加
の
手
段
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
七
八
八
)

貞
元
四
年
の
統
計
で
は
、
京
文
武
官
、
京
兆
府
鯨
官
は
三
千
七
十
七

員
あ
り
、
俸
給
額
は
月
五
寓

一
千
四
百
四
貫
六
百
十
七
文
、
年
六
十

一
寓
六
千
八
百
五
十
五
貫
四
百
四
文
あ
っ
た
と
い
う
。
永
徽
中
の
十

制

(

七

九
六
)

五
高
三
千
七
百
二
十
貫
に
比
し
て
四
倍
に
相
蛍
ナ
る
。
貞
元
十
二
年

に
於
け
る
利
息
収
入
は
二
十
三
高
二
千
八
十
五
貫
九
十
九
文
で
あ
る

か
ら
、
本
銭
の
利
息
収
入
は
俸
給
額
の
約
三
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
補

っ
て
居
た
わ
け
で
あ
る
。
貞
元
以
後
官
僚
の
俸
給
に
充
T
ら
れ
る
た

め
の
公
蹄
本
銭
は
食
利
本
鎮
の
名
で
史
料
に
表
れ
、
他
の
本
銭
よ
り

優
先
的
に
扱
わ
れ
て
居
る
。
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補
註ω唐

禽
裂
、
冊
府
元
品
拙
は
設
立
の
年
代
を
武
徳
元
年
に
か
け
て
居
る
が
以
後

の
援
止
、
復
活
に
つ
い
て
の
年
代
の
記
述
も
貞
観
年
間
に
於
け
る
限
り
通

典
の
記
載
と
一
致
せ
歩
、
合
要
、
冊
府
元
品
胞
の
聞
で
も
必
デ
し
も
一
致
し

な
い
。
即
ち
、
こ
の
差
異
を
表
示
す
る
と
、
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

十貞 十貞 生手
五観 二被
年 年 代 通

乙緒公 土公
れ途解 七瞬

事
を良本 千本
罷建銭 人銭
む議復 を罷

:!11(. 、活 ま?む
~p く、 項

ち 膏

十貞『年
二親
年 代唐

舎

土公符 要

七廃車途
、

千本良 事冊

人銭建 府

を罷言語 フE

おむ 項 画面
く、

膏

創
設
の
年
代
を
唐
禽
要
九
十
三
の
如
く
武
徳
元
年
に
か
け
る
の
は
麿
建

閣
の
年
代
と
一
致
せ
し
め
た
に
す
ぎ
歩
、
公
隣
本
銭
創
設
の
寅
際
の
年
代

は
祉
舎
が
漸
く
安
定
に
向
っ
た
貞
観
年
聞
に
入
っ
て
か
ら
の
ζ

と
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
貞
観
年
聞
に
於
け
る
腹
止
と
復
活

K
つ
い
て
は

一

通
奥
の
記
載
に
従
っ
た
。

な
お
、
鞠
抽
間
違
氏
は
武
徳
中
よ
り
設
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
(
同
氏
唐

代
財
政
史
)
、
劉
興
麿
氏
は
貞
畑
山
中
よ
り
と
さ
れ

て
居
る
(
同
氏
唐
代
之
高

利
貸
業
食
貨
一
ー
一
二
〉
。

倒
遁
奥
で
は
公
癖
本
銭
と
他
史
料
の
記
す
も
の
を
単
に
公
瞬
と
の
み
記
し
て

居
る
。
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ゆ
遁
典
の
こ
の
記
載
は
、
冊
府
元
級
品
官
五
百
五
俸
蔽
一
に
載
せ
る
武
徳
元
年

に
か
け
る
も
の
と
殆
ん
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
行
署
は
、
大
麿
六
典
巻
二

吏
部
郎
中
に
、

凡
未
入
仕
而
吏
京
司
者
。
復
分
第
九
品
。
通
詞
之
行
著
。
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と
あ
る
0

4

官
官
は
、
六
奥
巻
一
掌
固
の
篠
の
爽
注
に
、

興
亭
長
。
皆
篤
番
上
下
。
通
謂
之
番
官
。
鱒
入
府
史
。
従
府
史
轄
入
令

史
選
鱒
皆
試
判
。

と
あ
る
。

ω大
唐
六
典
巻
三
戸
部

凡
諸
親
王
府
脇
並
給
士
カ
。
の
爽
注
、

共
防
聞
、
庶
僕
、
白
菌
、
士
力
納
謀
者
。
毎
年
不
明
旭
二
千
五
百
文
。

州
開
通
血
ハ
巻
三
十
五
職
官
十
七
称
秩
貞
淑
十
五
年
格
遂
良
上
奏
。

ωw註
仰
に
同
じ
。
格
遂
良
の
反
料
開
理
由
は
、
捉
銭
令
史
を
し
て
利
息
を
納
入

さ
せ
て
、
そ
の
代
償
と
し
て
官
を
援
け
る
ζ

と
は
町
民
官
の
風
で
あ
り
、
風

俗
を
蒸
飢
し
、
官
紀
を
飢
ナ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
が
、
貴
族

官
僚
の
侮
蔑
す
る
令
史
が
商
販
の
才
に
よ
っ

て
急
速
に
官
界
に
登
場
す
る

こ
と
に
糾
問
す
る
反
感
が
そ
の
一
殺
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

開
通
兵
舎
コ
一
十
五
蔽
秩
貞
税
二
十
一
年
の
係
。

仙開
逝
典
品主一
十
五
除
秩
永
徽
元
年
の
係
。

制
適
血
ハ
品
位
三
十
五
線
秩
永
徽
元
年
の
係
。

帥
通
典
舎
三
十
五
蔽
秩
永
徽
元
年
の
係
。

新
臨
書
巻
五
十
五
食
貨
士
山
に
ζ

の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
各
州
娠
の
公
開
勝

本
銭
の
数
量
を
記
し
て
居
る
。

-

帥
冊
府
元
亀
倉
五
百
六
俸
隊
二
関
元
六
年
、
桂
汚
の
上
奏
。

ω冊
府
元
亀
谷
五
百
六
俸
乱
脈

二

関

元
十
年
の
候
。

制
唐
合
要
品也
九
十
三
諸
司
諸
色
本
銭
上

関
元
十
八
年
の
保
。

帥
唐
曾
要
巻
九
十
一
内
外
官
料
銭
上
関
元
二
十
四
年
の
係
。

帥
演
口
震
一
園
氏
「
唐
代
に
於
け
る
雨
税
法
以
前
の
待
役
傍
働
」
東
洋
風
午
報
二

十

て

二

十

二

仙
判
唐
合
要
巻
九
十
一
内
外
官
料
銭
上
天
賓
十
四
載
の
線
。

通
曲
州
島
官
六
賦
税
下
に
天
賓
中
の
賦
税
収
入
を
列
剛
申
し
て
居
る
が
其
中
に
、

按
天
質
中
天
下
計
帳
。
戸
約
有
八
百
九
十
除
高
。
其
税
銭
約
得
二
百
除

禽
貫
。

と
あ
る
。

明
大
谷
探
険
除
将
来
西
域
出
土
漢
文
書
三
五

O
O
「
柳
谷
館
貼
銭
文
書
」
は

開
元
二
十
四
年
の
年
が
記
さ
れ
て
、
捉
銭
に
あ
た
っ
て
の
本
銭
放
と
納
入

ナ
ベ
き
利
息
放
を
記
し
、
本
銭
を
舘
貼
本
銭
と
記
し
て
居
る
。
な
か
同
文

書
三
四
八
二
「
西
州
都
督
府
及
天
山
係
官
街
記
録
」
の
中
に

口
組
恒
等
捉
宴
設
本
銭
。
毎
月
二
日
徴
利
迭
州
事
。

と
い
う
部
分
が
あ
り
、
宴
設
本
銭
な
る
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
居

・

る。

同
開
麿
府
間
要
巻
九
十
三
諸
司
諸
色
本
銭
上
質
感
元
年
の
篠
。

帥
冊
府
元
亀
谷
五
百
六
俸
旅
ニ
建
中
三
年
の
候
。

制
冊
府
元
骨
粗
巻
五
百
六
俸
職
二
興
一
冗
元
年
の
後
。

制
麿
晶
閏
要
令
九
十
三
諸
司
諸
色
本
銭
上
貞
元
元
年
の
燦
。

倒
唐
禽
要
巻
九
十
三
諸
司
諸
色
本
銭
上
貞
元
四
年
の
係
。

帥
遇
典
舎
三
十
五
旅
秩
永
徽
元
年
の
係
。

毎
歳
供
給
俸
食
等
銭
併
吻
脚
柑
町
一
等
総
一
十
五
高
三
千
七
百
二
十
貫
。

員
外
官
不

有
此
数
。

州
問
所
府
元
亀
品
位
五
百
六
俸
蔽
二
貞
一冗
十
二
年
に
、
御
史
中
丞
王
顔
が
各
司

の
息
銭
数
を
上
奏
じ
て
居
る
。
唐
舎
要
に
も
同
じ
も
の
を
記
し
て
居
る
が
、

知
府
一冗
亀
の
方
が
よ
り
詳
細
で
あ
る
の
で
、

ζ

こ
で
は
珊
府
元
亀
に
従
っ

て
総
計
し
た
。

一 78-



捉

銭

戸

公
瞬
本
銭
が
創
設
さ
れ
た
頃
は
、
各
官
街
の
番
官
、
行
署
な
ど
が

本
鎮
守
}
託
さ
れ
て
廻
易
し
て
そ
ζ

か
あ
あ
が
る
利
盆
だ
け
を
官
街
に

収
め
て
居
た
の
で
、
別
に
利
息
を
徴
収
ナ
る
と
と
は
'
な
か
っ
た
。
従

と
い
う
さ
ま
り
も
な
か
っ
た
。

っ
て
、
幾
何
の
額
を
納
め
よ
、

本
銭
を
廻
易
さ
せ
て
利
息
を
徴
収
す
る
と
い
う
ζ

と
、
即
ち
捉
銭

が
行
わ
れ
た
の
は
貞
観
十
五
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

ζ

の
時
に
は
、

捉
銭
令
史
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
置
か
れ
て
、
彼
等
は
月
四
千
文
の
利

息
を
納
入
ナ
る
義
務
を
負
っ
た
。
永
徽
中
に
は
、
高
戸
を
招
い
て
捉

鋒
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
。
こ
こ
に
捉
銭
の
仕
事
は
一
般
民
戸
の

色
役
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
開
元
十
八
年
に
は
、
官
街
か
ら
一
方

的
に
指
定
す
る
ζ

と
は
止
め
て
、
特
に
自
ら
情
願
ナ
る
も
の
に
限
つ

て
捉
銭
に
従
わ
せ
る
ζ

と
に
し
て
居
る
。
捉
銭
令
史
の
名
は
こ
の
頃

に
消
滅
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

捉
銭
に
従
う
も
の
は
各
役
を
兎
除
さ
れ
て
居
た
折
、
後
に
は
子
孫

に
ま
で
ζ

の
特
穫
が
停
え
ら
れ
て
、
捉
銭
人
の
身
分
は
世
襲
と
な
り
、
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捉
銭
戸
な
る
一
特
殊
戸
が
成
立
し
た
。

(
七
五
八
)

本
銭
上
、
乾
元
元
年
の
僚
に
、

唐
禽
要
巻
九
十
三
諸
司
諸
色

諸
使
捉
銭
者
。
給
牒
兎
各
役
。
有
罪
。
府
照
不
敢
劾
治
。
民
間
有

不
取
本
銭
。
立
虚
契
。
子
孫
相
承
震
之
。

そ
の
属
ナ
る
官
街
か
ら
該
官
街
の
捉
銭
戸
で

と
あ
り
。
捉
銭
戸
は
、

あ
る
こ
と
を
詮
明
ナ
る
身
分
誼
明
書
を
給
さ
れ
て
各
役
を
兎
除
さ
れ

て
居
り
、
彼
等
が
罪
を
犯
し
て
も
府
鯨
で
は
彼
等
の
背
後
に
あ
る
中

央
官
衝
の
威
勢
を
恐
れ
て
敢
え
て
と
れ
を
追
究
慮
罰
し
よ
う
と
す
る

も
の
が
・
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
民
間
で
は
、
子
孫
に
ま
で
そ
の

特
権
を
俸
え
よ
う
と
ナ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

ζ

の
震
に
官
衝
に
掛
し

て
虚
契
を
立
て
て
本
銭
を
借
り
た
こ
と
に
し
、
捉
錦
戸
の
身
分
を
保

~ 79-

っ
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
に
、
各
役
逃
れ
に
捉
銭
戸
の
身
分
を
利

用
し
よ
う
と
し
た
者
も
あ
っ
た
が
、

一
方
で
は
各
役
以
上
に
重
い
利

息
の
収
奪
の
た
め
に
破
産
ナ
る
者
も
現
れ
、

そ
の
た
め
政
府
で
も
財

力
豊
か
な
者
を
選
ん
で
捉
銭
さ
せ
、
種
々
の
差
遣
を
兎
除
し
て
捉
銭

に
専
念
さ
せ
よ
う
と
ナ
る
勅
令
を
出
し
た
。
麿
舎
要
巻
九
十
三
諸
司

諸
色
本
銭
上

賓
腰
元
年
の
篠
に

勅
。
諸
色
本
銭
。
比
策
特
放
輿
人
。
或
府
間
師
自
取
。
及
貧
人
持
捉
。

非
惟
積
利
不
納
。
亦
且
粂
本
破
除
。
:
:
:
今
:
:
:
棟
揮
嘗
虚
殿
富

幹
了
者
三
五
人
。
均
使
翻
轄
廻
易
。
仰
放
其
諸
色
差
遣
。
庶
得
永



204 

存
官
物
。
又
翼
兎
破
家
。

ム
」
弘
山
v
w
h
v

。

捉
銭
戸
に
は
州
鯨
の
裁
判
か
ら
逃
れ
得
る
特
典
と
、
夫
役
を
兎
除

さ
れ
る
特
典
が
伴
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
重
い
利
息
の
納
入
を
負
携

せ
ね
ば
な
ら
・
な
か

っ
た
。
唐
律
疏
議
巻
十
五
感
庫
第
十
六
係
諸
監
臨
主

守
の
僚
に

所
貸
之
人
。
不
能
備
償
者
。
徴
判
署
之
官
。

と
あ
り
、
公
瞬
、
及
公
時
間
物
学
}
貸
り
て
償
却
出
来
な
い
と
、
そ
の
司

の
判
官
以
下
主
具
に
そ
の
陪
償
を
さ
せ
る
定
め
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

諸
官
街
の
責
任
者
が
捉
錦
戸
に
謝
し
て
利
息
納
入
を
せ
き
た
て
る
ζ

と
も
勢
い
急
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
文
、
捉
銭
戸
は

物
園
然
他
K
高
利
貸
し
て
利
息
を
徴
収
し
て
居
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

場
合
、
上
か
ら
の
利
息
徴
収
が
念
に
・
な
れ
ば
な
る
程
捉
銭
戸
の
借
銭

者
に
針
ナ
る
追
求
も
激
し
く
な
る
の
は
や
田
然
の
成
行
き
で
あ
り
、
こ

の
た
め
に
苦
し
め
ら
れ
る
貧
戸
の
存
在
も
由
々
し
き
問
題
に
な
っ
た
。

冊
府
元
亀
谷
五
百
七
俸
椋
三

元
和
六
年
の
僚
に
、

御
史
蓋
奏
。
諸
使
臆
有
捉
利
銭
戸
。
諮
問
蓋
省
例
。
如
有
過
犯
差

遣
。
並
任
府
豚
慮
置
。
従
之
。

と
あ
り
、
捉
利
銭
戸
の
慮
置
は
府
鯨
に
任
せ
よ
う
と
云
っ
て
居
る
が
、

従
来
、
捉
利
銭
戸
の
慮
置
は
府
豚
で
は
中
央
の
威
を
恐
れ
て
手
控
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ζ

こ
で
は
「
之
れ
に
従
う
」
と
あ
る
が
、

既
成
の
事
賓
は
、

遁
に
襲
更
出
来
・
な
か
っ
た
ら
し
い
。

情
府
元
翁

傘
五
百
七
俸
緑
三
、
元
和
六
年
の
僚
に
、

御
史
中
丞
柳
公
縛
奏
。
:
:
・
:
:
。
諸
司
諸
使
慮
有
捉
利
銭
戸
。
其

本
司
本
使
。
給
戸
人
牒
身
柄
。
準
放
克
雑
差
遣
夫
役
等
。
如
有
遇

犯
。
請
牒
迭
本
司
本
使
科
責
。
府
豚
不
得
控
有
決
罰
。
何
永
馬
常

式
者
。
云
々
。

と
あ
り
、
諸
官
街
の
給
ナ
る
捉
利
銭
戸
の
身
分
謹
明
書
に
は
、
捉
利
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銭
戸
は
差
遣
、
夫
役
等
の
差
科
を
放
兎
ナ
る
ζ

と
、
も
し
犯
罪
が
あ

れ
ば
彼
の
所
属
す
る
官
衝
で
科
責
ナ
る
か
ら
府
鯨
で
勝
手
に
慮
罰
し

て
は
い
け
な
い
と
記
さ
れ
て
居
た
。
と
の
様
に
捉
利
銭
戸
が
差
科
を

放
兎
さ
れ
、
た
と
い
犯
罪
が
あ
フ
て
も
府
鯨
で
慮
分
す
る
こ
と
が
出

来
・
な
い
と
な
る
と
、
人
々
は
競
っ
て
中
央
の
官
衝
に
情
願
し
て
そ
の

官
街
の
捉
利
銭
戸
に
な
ろ
う
と
ナ
る
。
柳
公
紳
は
そ
の
上
奏
中
に
、

今
、
操
閑
厩
使
利
鈍
案
。

一
使
之
下
己
有
利
鈍
戸
八
百
徐
人
。
訪

開
。
諸
可
並
同
此
例
。
戸
兎
去
役
者
。
遁
計
数
千
家
。
況
犯
罪
之

人
。
文
常
使
倖
。
所
稿
捉
利
銭
戸
。
先
亦
不
得
本
銭
。
百
姓
利
其

‘

牒
身
。
情
願
虚
立
保
契
。
文
牒
一
定
。
子
孫
相
承
。



と
、
捉
銭
戸
は
閑
厩
使
だ
け
で
も
八
百
人
徐
も
居
り
、
全
官
衝
を
遁

計
す
る
と
捉
銭
戸
で
あ
る
と
云
う
理
由
で
夫
役
を
兎
除
さ
れ
る
も
の

は
数
千
家
に
陸
っ
た
。
文
犯
罪
人
は
捉
利
銭
戸
の
名
の
下
に
固
と
ほ

し
に
あ
や
ノ
か
る
始
末
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
捉
銭
戸
と
は
い
う
も
の
の
、

彼
等
の
自
の
つ
け
と
と
ろ
は
、
夫
役
の
兎
除
と
犯
罪
に
封
ナ
る
慮
罰

逃
れ
に
あ
る
の
守
本
銭
の
支
給
を
受
け
て
居
な
い
。
だ
か
ら
、
天
下

の
人
民
は
捉
銭
戸
の
特
典
止
を
目
嘗
に
、
官
街
に
運
動
し
て
読
明
書
を

一
度
誼
明
書
を
手
に
入
れ
る
と
し
め
た
も
の
で
、
子
孫
に

ま
で
そ
の
身
分
が
俸
え
ら
れ
た
。
と
い
っ
て
居
る
。
柳
公
縛
は
更
に
、

受
け
る
。

捉
銭
芦
の
慮
罰
逃
れ
の
賓
例
と
し
て
次
の
様
な
例
を
あ
げ
て
居
る
。

。
(
唐
命
要
由
)

至
如
劉
嘉
和
情
願
充
利
銭
戸
事
係
。
縁
興
人
殴
闘
。
打
人
頭
破
時
。

便
於
閑
厩
使
。
情
願
納
利
銭
。
得
牒
身
。
兎
府
鯨
科
決
。
賓
亦
不

得
本
銭
。

と
、
劉
嘉
和
と
い
う
者
が
、
閑
厩
使
の
捉
銭
戸
に
充
て
ら
れ
ん
と
と

を
情
願
し
た
の
は
、
賓
は
、
或
人
と
な
ぐ
り
合
い
の
喧
嘩
を
し
て
、

相
手
の
頭
に
傷
を
負
か
せ
て
し
ま
フ
た
の
で
、
ナ
ぐ
さ
ま
、
閑
厩
使

に
出
頭
し
て
利
銭
を
納
-b
る
か
ら
と
い
っ
て
閑
厩
使
の
捉
銭
戸
で
あ

る
と
い
う
誼
明
書
を
得
て
府
鯨
の
慮
罰
を
兎
れ
た
の
で
、
賞
際
に
は
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本
銭
な
と
は
受
領
し
て
居
な
い
名
目
の
み
の
捉
銭
戸
で
あ
っ
た
。
是

れ
よ
り
先
、
劉
嘉
和
は
或
る
事
件
の
た
珍
に
州
鯨
の
官
に
分
外
の
慮

分
を
受
け
た
と
訴
え
た
の
で
、
御
史
蓋
で
は
劉
嘉
和
が
誼
擦
と
し
て

所
持
す
る
閑
厩
使
護
行
の
身
分
誼
明
書
を
し
ら
べ
あ
げ
た
と
こ
ろ
が

右
の
様
友
次
第
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
柳
公
縛
は
、

「
請
う
な
ら
く
は
、
諸
司
諸
使
の
管
轄
ナ
る
利
銭
戸
は
、
御
史
蓋

の
本
銭
を
出
翠
さ
れ
て
利
を
納
入
ナ
る
の
人
の
例
に
よ
り
、
諸
司

諸
使
が
更
に
妄
り
に
勅
に
よ
る
と
い
っ
て
謹
明
書
を
給
し
て
夫
役

に
差
遣
す
る
を
兎
れ
る
こ
と
を
得
る
・
な
か
ら
し
め
、
文
、
あ
や
ま

- 81-

ち
が
あ
れ
ば
府
牒
が
慮
分
ナ
る
の
を
許
さ
れ
よ
。
文
、
先
に
給
し

た
身
分
誼
明
書
は
、
ナ
べ
て
該
官
衝
に
命
じ
て
収
設
さ
せ
、
も
し

こ
の
整
理
が
完
全
で
な
け
れ
ば
、
責
任
者
を
科
責
し
、
捉
銭
戸
で

元
元
本
銭
を
受
け
取
っ
て
居
な
い
者
は
以
後
利
息
を
納
め
な
く
て

も
よ
い
よ
う
に
せ
ら
れ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
州
鯨
で
は
、
差
科
の
封

象
で
あ
る
民
夫
の
数
が
減
少
し
た
り
、
姦
人
が
捉
銭
戸
の
身
分
を

利
用
し
て
慮
罰
の
固
と
ほ
し
に
あ
や
ノ
か
る
こ
と
は
・
な
く
な
る
で
あ

h
ッ
tAmvuvι

内ノ。」

と
針
策
を
進
言
し
て
居
り
、
朝
廷
で
は
こ
の
奏
を
容
れ
て
従
来
護
行

し
た
謹
明
書
は
す
べ
て
無
効
と
し
、
も
し
後
に
、
無
効
に
な
っ
た
謹
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明
書
に
よ
っ
て
夫
役
を
兎
除
さ
れ
よ
う
と
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
京
兆

府
に
・9
く
っ
て
慮
罰
す
る
と
と
に
し
て
居
る
ぷ

柳
公
綜
の
上
奏
の
聞
に
は
、
官
街
の
官
典
の
中
に
も
、
特
典
に
あ

ふ
れ
た
詮
明
書
の
護
行
を
傑
件
に
賄
賂
を
要
求
し
て
自
己
の
債
を
肥

ゃ
そ
う
と
ナ
る
者
が
あ
っ
た
ら
し
い
ζ

と
が
に
必
わ
さ
れ
て
い
る
。

捉
銭
戸
の
特
典
は
こ
の
よ
う
に
し
て
取
り
去
ら
れ
た
が
、
特
別
の

場
合
に
は
捉
銭
戸
に
特
典
を
輿
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

(八
一
二
一
ニ
)

太
和
七
年
の
僚
に
、

冊
府
元
編

巻
五
百
七
俸
株
三

勅
。
中
番
門
下
省
。
所
持
本
銭
。
奥
諸
色
人
。
給
騎
使
官
文
牒
。

於
江
准
諸
道
程
紀
。
毎
年
納
利
。
並
無
元
額
許
置
。
如
問
。
皆
是

江
准
富
豪
大
戸
。
納
利
殊
少
。
影
庇
至
多
。
私
版
茶
盤
。
頗
撰
文

法
。
州
麻
之
弊
。
莫
甚
於
斯
。
宜
並
助
停
c

南
省
先
給
文
牒
。
仰

表
追
収
。
其
去
年
所
減
人
数
。
難
無
挟
名
。
向
執
南
省
文
牒
。
亦

宜
収
詑
聞
奏
句
以
後
不
承
正
勅
。
不
在
更
置
之
限
。

と
あ
り
、
中
書
省
、
門
下
省
で
は
本
銭
を
給
輿
ナ
る
と
、
謹
明
書
を

輿
え
て
、
江
滋
の
各
盛
で
「
経
紀
」
さ
せ
て
居
た
が
、
此
等
は
皆
、
江

浩
の
富
豪
の
戸
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
利
息
を
納
め
る
ζ

と
は
至
っ
て

少
く
、
多
く
は
捉
銭
戸
の
名
に
か
く
れ
て
税
役
兎
除
を
企
む
「
影
庇
」

の
戸
で
あ
る
。
そ
の
上
、
禁
じ
ら
れ
て
居
る
筈
の
茶
・
瞳
を
私
販
し

て
園
法
を
蔑
ろ
に
し
て
居
る
。
し
か
る
に
、
州
賑
で
は
中
書
省
、
門

下
省
の
特
許
を
有
ナ
る
彼
等
の
背
景
に
あ
る
も
の
が
恐
い
の
で
取
締

(
八
一
一
)

る
ζ

と
が
出
来
ぬ
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
、
す
で
に
元
和
六
年

(
八
三
三
)

に
停
止
さ
れ
た
警
の
特
典
は
太
和
七
年
頃
、
中
書
門
下
南
省
K
限
つ

て
存
在
し
て
居
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
前
年
に
特
許
捉
銭
戸
の
数
を

減
じ
た
の
で
、
台
帳
か
ら
名
前
を
制
ら
れ
て
居
る
の
に
、
依
然
と
し

て
蓄
特
許
扶
を
悪
用
し
て
居
る
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
も
知
り
得
る
。

捉
銭
戸
は
ま
た
、
官
本
に
私
本
を
添
加
し
て
出
撃
し
て
私
利
を
か

せ
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
捉
銭
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
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も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
{
自
衛
か
ら
本
鎮
守
-
給
さ
れ
て
こ
れ
を

廻
易
し
て
利
盆
を
あ
げ
て
高
額
の
利
息
を
納
入
し
-
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
捉
銭
戸
は
官
に
収
め
る
利
息
を
上
廻
る
利
益
を
あ
げ
て
、

官
に
納
入
す
る
利
息
が
自
己
の
費
財
を
侵
蝕
す
る
と
と
を
防
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
h
。
そ
れ
以
上
に
、
捉
銭
戸
の
立
場
を
利
用
し
て
自

己
の
資
産
を
殖
そ
う
と
企
る
の
は
-
自
然
の
成
行
で
あ
ろ
う
。
官
本
の

場
合
は
私
本
に
よ
る
場
合
よ
り
高
率
の
利
息
を
取
る
こ
と
が
出
来
た

か
ら
、
捉
銭
戸
は
官
本
に
私
本
を
添
加
し
て
宮
本
並
の
利
息
を
要
求

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
冊
府
元
抱
晶
官
五
百
七
俸

(
八
一
六
)

元
和
十
一
年
の
係
、
右
御
史
嵯
従
の
上
奏
に
、

称

、
、



捉
銭
人
等
。
比
縁
皆
以
私
銭
添
雑
官
本
。
所
防
耗
所
(
折
)
。
梓
補

官
利
o
-
近
日
訪
開
。
商
販
富
人
。
投
身
要
司
。
依
託
官
本
。
康
求

私
利
。
可
徴
索
者
。
自
充
家
産
。
或
蓮
欠
者
。
謹
是
官
銭
。
非
理

逼
迫
。
震
弊
非
一
。

と
あ
る
。
富
豪
の
商
人
は
競
っ
て
中
央
の
有
力
な
官
衝
の
捉
銭
人
と

な
り
、
官
本
に
依
託
し
て
私
利
を
あ
げ
よ
う
と
企
て
た
。
も
し
利
益

が
奉
る
と
こ
れ
を
自
己
の
資
産
の
中
に
入
れ
て
し
ま
い
、
も
し
貸
興

し
た
本
銭
の
利
息
が
滞
る
と
、

ζ

れ
は
官
銭
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て

貸
し
て
や
っ
た
民
か
ら
不
法
な
利
息
の
取
立
て
を
し
て
法
外
の
苦
し

み
を
輿
え
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
、
山
佳
従
は
「
捉
銭
戸
が
官

本
に
私
本
を
添
加
す
る
こ
と
は
許
し
て
も
、
私
本
の
数
は
官
本
の
数

以
下
と
し
、
或
る
時
期
に
勘
責
を
加
え
て
官
本
以
上
に
私
本
を
加
え

て
い
た
ら
、
剰
徐
分
は
官
に
波
収
し
、
な
hz
剰
徐
分
の
量
に
よ
っ
て

慮
罰
を
加
え
よ
。
L

と
い
っ
て
居
る
。
文
、
嘗
時
、
本
銭
支
給
の
控
え

の
帳
簿
が
完
全
で
な
く
、
時
に
は
捉
銭
戸
の
姓
名
、
本
銭
数
が
明
記

にさ
せ れ
よな
とい
云 ζ

っと
ても
居 あ
るつ
oU固た

ら
し
く

桂
従
は

こ
れ
も
併
せ
て
明
確
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捉
銭
戸
の
地
位
を
刺
用
し
て
自
己
の
利
盆
ま
で
も
あ
げ
得
た
富
裕

な
戸
が
存
在
す
る
と
、
そ
の
反
面
に
は
、
利
息
の
と
り
た
て

K
苦
し

む
貧
民
が
あ
る
の
は
や
田
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
は
、
~
ζ

の
た
め
に
破
産
し
た
り
、
逃
亡
し
た
り
し
た
。

貞
元
元
年
の
僚
に
、

麿
命
問要
巻
九
十
三
諸
司
諸
色
本
銭
上

九
月
八
日
勅
。
自
今
後
。
臆
徴
息
利
本
銭
。
除
主
保
逃
亡
。
轄
徴

都
近
者
放
兎
。
徐
並
準
奮
徴
収
。

と
あ
り
、
本
銭
の
出
事
を
受
け
た
本
人
及
び
保
人
が
利
息
を
納
ゆ
得

や
ノ
に
逃
亡
し
た
の
で
、
利
息
を
そ
の
近
都
の
者
に
肩
代
り
さ
せ
て
居

(八
O
五
)

た
も
の
は
徴
収
を
兎
除
し
て
居
る
。
又
、
同
書
、
貞
元
二
十
一
年
の

僚
に
も
、

- 83ー

中
書
門
下
奏
。
勅
萱
草
京
司
息
利
本
銭
。
臆
徴
近
親
。
及
重
雄
保
。

井
遠
年
逃
亡
等
。
今
年
四
月
十
七
日
勅
。
本
利
井
放
詑
。
.

と
あ
り
、
同
じ
様
な
事
情
に
あ
る
者
の
本
銭
及
び
納
入
ナ
べ
き
利
息

を
放
兎
し
て
居
る
。
高
利
の
金
を
借
り
る
者
は
貧
戸
で
あ
る
か
ら
、

官
衝
の
利
息
徴
収
が
念
に
な
る
と
結
局
逃
亡
し
て
し
ま
う
の
で
官
街

で
は
今
度
は
近
隣
に
排
償
さ
せ
る
が
、
そ
の
弊
が
他
に
及
ぶ
の
で
朝

廷
で
は
、
本
銭
及
び
利
息
の
帳
消
し
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様

に
し
て
流
失
し
た
の
で
填
め
合
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
銭
敷
は
、
貞
元
二
十

ω
 

一
年
に
は
約
二
寓
六
千
貫
文
に
及
ん
だ
。
元
和
六
年
以
後
に
は
、
こ

の
よ
う
な
逃
亡
の
記
事
、
本
銭
、
利
息
放
兎
の
記
事
が
目
立
っ
て
多
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く
な
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
、
夫
役
の
兎
除
や
、
州
鯨
の
裁
判
権
か
ら

の
廻
避
の
特
典
が
捉
銭
戸
か
ら
取
除
か
れ
る
と
、
捉
銭
戸
に
は
貧
戸

が
多
く
な
っ
た
ζ

と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
捉
銭
戸
は
初
め

は
一
角
戸
の
情
願
ナ
る
も
の
を
限
っ
て
取
っ
て
居
た
が
、
前
記
の
特
典

が
取
去
ら
れ
る
と
、
情
願
ナ
る
者
が
少
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
官
僚

の
俸
給
は
月
々
要
求
さ
れ
る
の
で
捉
銭
事
業
は
中
絶
ナ
る
か
け
に
は

行
か
な
い
か
ら
、
貧
戸
で
あ
ろ
う
と
出
撃
を
受
け
た
い
と
云
う
も
の

に
は
と
ん
と
ん
貸
附
け
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
由
香
山
集

谷
四
十
六
策
林

議
百
司
食
利
本
銭
に
、

臣
伏
見
。
百
司
食
利
。
利
出
於
人
。
日
給
而
経
費
有
常
。
月
徴
而

倍
息
無
己
。
然
則
事
之
者
。
無
非
貧
戸
。
徴
之
者
。
率
是
遠
年
。

故
財
唱
於
倍
利
。
官
課
積
於
連
債
。
至
使
公
食
有
闘
。
人
力
不
堪
。

弊
既
滋
甚
。

と
あ
り
、
食
利
本
銭
の
出
翠
を
受
け
る
も
の
は
貧
戸
ば
か
り
な
の
で
、

徴
収
さ
れ
る
利
息
の
た
め
に
私
財
が
買
り
排
わ
れ
て
利
息
に
あ
て
ら

れ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
官
銭
を
借
り
て
利
患
を
納
め
ら
れ
や
ノ
、
又
、

本
銭
そ
の
も
の
を
使
円
、
込
ん
だ
り
す
る
と
、
私
財
を
買
挑
っ
て
で
も

排
諸
問
さ
せ
、
徴
ナ
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
は
、
官
街
の
責
任
者
が
そ

の
責
を
負
う
と
い
う
の
が
唐
律
の
規
定
で
あ
っ
た
の
で
、
官
史
は
ζ

の
よ
う
な
未
納
者
が
出
る
と
、
私
財
回
隠
匿
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
無

期
限
に
獄
に
つ
な
い
で
、
負
債
を
取
立
て
よ
う
と
し
た
。
自
香
山
集

巻
四
十
ニ
奏
聞
郷
燃
禁
囚
欣
に
、

右
伏
開
。
前
件
豚
獄
中
。
有
囚
十
数
人
。
並
積
年
禁
繋
。
其
妻
見

皆
乞
於
道
路
。
以
供
獄
糧
。
・
・
:
・
:
。
今
前
件
囚
等
、
欠
負
官
銭
。

誠
合
填
納
。
然
以
貧
孤
濁
。
唯
各
一
身
。
債
無
納
期
。
禁
無
休
日
。

至
使
夫
見
在
而
妻
嫁
。
父
巴
亡
而
子
囚

0

・

と
あ
り
、
続
州
閤
郷
豚
(
河
南
省
)
の
豚
獄
に
繋
が
れ
て
居
る
囚
人
十

数
人
は
、
す
で
に
長
年
月
を
経
て
居
り
、
其
妻
子
が
乞
食
を
し
て
獄
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糧
の
差
入
れ
を
し
て
居
る
。
こ
れ
等
の
囚
人
は
、
官
銭
流
失
の
責
を

問
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
欠
額
は
私
財
を
買
排
っ
て
で
も
填
合
せ
ナ

べ
き
で
あ
る
が
、

け
れ
と
も
自
身
の
身
世
以
外
に
填
合
ナ
ベ
き
手
段

を
持
た
な

w
。
夫
が
現
在
し
・
な
が
ら
妻
は
生
活
に
困
っ
て
他
に
嫁
ぐ

こ
と
が
あ
っ
た
り
、
本
人
が
も
し
死
亡
す
る
と
今
度
は
子
が
代
っ
て

獄
K
囚
え
ら
れ
る
ζ

と
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ナ
ベ
て

捉
銭
戸
、
或
は
捉
銭
戸
か
ら
銭
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
か
と
う
か
は

判
明
し
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
の
者
を
含
ん
で
居
る
で
あ
ろ
う
と

と
は
充
分
推
測
出
来
よ
う
。

こ
の
様
に
し
て
、
捉
銭
戸
の
役
は
、
人
民
に
と
っ
て
次
第
に
湛
え



が
た
い
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
。
諸
色
本
銭
が
多
岐
に
亘
り
、
要
求

が
強
ま
り
、

一
方
財
政
が
素
劃
ナ
れ
ば
す
る
程
、
困
苦
の
度
合
は
増

加
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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補
註ω通

曲
円
程
三
十
五
株
秩
貞
淑
二
年

ω通
曲問晶
官
三
十
五

椋

秩

貞

観

十
五
年

文
献
通
考
品
位
五
征
雄
貞
観
十
五
年

ω逼
典
巻
三
十
五
線
秩
永
徽
一
万
年

文
献
通
考
巻
五
征
権
永
徽
元
年

ω品
川
府
元
勉
巻
五
百
六
俸
株
三
開
元
六
年

同
こ
の
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
捉
銭
戸
に
な
る
と
そ
の
戸
の
丁
失
は
す
べ
て

諸
色
の
差
科
を
免
れ
た
も
の

ら
し
い
。

差
科
は
雨
税
法
施
行
以
後
も
爾
殺
に
封
立
す
る
義
務
と

し
て
人
民
に
課

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
義
務
に
相
嘗
ナ
る
役
と
し
て
捉
銭
は
考
え

ら
れ
て
居
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

川刷
新
府
元
亀
巻
五
百
六
俸
緑
二
元
和
六
年

州
川
知
府
元
亀
巻
五
百
六
俸
株
二
元
和
六
年
唐
曾
要
に
は
か
か
る
詳
細
な
記

載
は
な
い
。

帥
唐
舎
要
巻
八
十
八
雑
録

開

元
十
六
年

二
月
十
六
日
詔
。
比
来
公
私
事
放
。
取
利
頗
深
。
有
損
貧
下
。
事
須
麓
革
。

、
自
今
巳
後
。
天
下
負
事
。
祇
宜
四
分
収
利
。
官
本
五
分
収
利
。

刷
冊
府
元
亀
巻
五
百
七
俸
蔽
三
元
和
十
一
年

帥
冊
府
元
翁
巻
五
百
七
俸
様
三
元
和
十
一
年

帥
冊
府
元
晶
阻
巻
五
百
七
俸
株
三
貞
元
二
十
一
年

四

公

癖

本

銭

の

利

率

公
隣
本
銭
の
目
的
は
、

一
定
の
本
鈍
か
ら
よ
り
大
き
な
収
入
を
得

る
と
と
に
あ
っ
た
。

故
に
捉
銭
戸
の
要
求
さ
れ
る
利
率
は
蛍
然
高
い

も
の
で
あ
っ
た
。
ナ
で
に
、
開
元
十
六
年
に
は
官
本
の
出
撃
に
よ
る

利
率
は
私
本
よ
り
も

一
分
高
い
ζ

と
が
認
め
ら
れ
て
居
る。

高
率
の

利
息
を
要
求
さ
れ
る
た
め
に
破
産
す
る
者
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。

貞
観
十
五
年
頃
、
捉
銭
令
史
が
要
求
さ
れ
た
利
息
は
、
前
に
掲
げ

た
史
料
か
ら
計
算
ナ
る
と
月
利
八
分
、
年
利
九
割
六
分
で
あ
る
。
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開
元
六
年
頃
に
は
、
利
率
は
月
七
分
、
年
八
割
四
分
に
な
っ
て
居

以
ぃ
開
元
十
八
年
に
は
年
六
割
に
な
っ

h
。
開
元
十
八
年
の
利
率
は

〈
八
二
三
)

そ
の
後
も
引
継
が
れ
て
穆
宗
の
長
慶
三
年
頃
迄
績
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(八
四
一
)

禽
昌
元
年
に
、
戸
部
の
上
奏
を
載
せ

冊

府

元

亀

巻
五
百
八
俸
旅
四

て
居
る
が
、

そ
の
一
節
に
、

准
長
慶
三
年
十
二
月
九
日
勅
。
賜
諸
司
食
利
本
銭
。
共
八
寓
四
千

一
年
紙
四
蔦
九
百
九
十
二
貫
文
。

と
あ
る
。
長
慶
三
年
か
ら
食
利
本
銭
の
利
率
は
月
四
分
、
年
四
割
八

五
百
貫
文
。

四
分
収
利
。

分
に
引
下
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

開
元
十
八
年
以
後
の
公
隣
本
銭
の
要
求
す
る
利
率
は
、
年
十
之
六
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(
H
H
六
割
)
、
月
に
す
る
と
五
分
に
な
る
が
、
首
時
の
利
率
の
算
定
の

た
め
の
好
史
料
が
あ
る
。
大
谷
探
険
除
終
来
西
域
出
土
漢
文
書
、

五

O
O
「
柳
谷
館
貼
銭
文
書
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
開
元

二
十
六
年
の
も
の
で
、
本
銭
数
、
毎
月
の
利
息
、

一
年
の
利
息
放
を

俸
え
て
居
る
。

次
に
そ
の
文
書
を
掲
げ
る
。

柳
谷
館

袴
林
城
百
姓
捉
館
貼
本
銭

参
拾
参
肝
陸
伯
離
拾
萱
文

毎
月
嘗
利
萱
肝
一
回
伯
捌
拾
武
文

計
萱
周
年
利
嘗
威
拾
肝
査
一
伯
捌
拾
時
文

数
内
従
廿
六
年
七
月
口
口
領
得
口
伯
玖
拾
武
文
。

本
文
書
の
日
銀
K
書
か
れ
た
通
り
の
数
で
、
本
銭
に
針
ナ
る
利
息

の
率
を
求
め
る
と
四
分
七
厘
何
が
し
と
い
う
放
字
が
出
て
、
五
分
に

ほ
ほ
近
い
放
に
な
り
、
開
元
十
八
年
の
利
率
に
よ
っ
て
い
る
ζ

と
が

わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
年
利
を
十
二
ヶ
月
で
除
算
す
る
よ
月
に
千
六
百

八
十
二
文
と
い
う
放
が
出
て
、
本
文
書
の
月
利
政
と
合
わ
な
い
で
月

百
文
の
差
が
出
歩
る
。
そ
れ
で
本
文
書
の
萱
肝
一回
一伯
捌
拾
武
文
と

い
う
月
利
は
お
そ
ら
く
萱
肝
陸
伯
捌
拾
武
文
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
。

ζ

の
放
で
計
算
し
て
も
正
確
に
五
分
と
い
う
数
は
出
な

い
が
、
目
録
で
補
足
さ
れ
た
通
り
伍
に
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
近
い
数

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

な
か
、
利
息
納
入
は
法
定
通
り
に
き
ち
ん
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
居

ら
な
い
乙
と
も
本
文
書
の
既
納
入
利
息
数
を
見
て
知
ら
れ
る
。

利
率
は
唐
初
か
ら
唐
末
へ
と
次
第
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

捉
銭
事
業
の
設
展
に
つ
れ
て
金
融
業
が
渡
達
し
て
、
寺
院
等
が
盛
ん

に
貸
付
を
行
う
よ
う
に
な
る
と
濁
り
官
管
金
融
業
と
も
云
え
る
捉
銭

事
業
の
利
率
だ
け
を
民
間
金
融
業
よ
り
優
位
な
立
場
に
か
け
な
く
な
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っ
た
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

捉
銭
事
業
は
園
家
財
政
の
財
源
不
足
を
補
う
こ
と
が
そ
の
目
的
で

あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
高
率
の
利
息
の
要
求
は
民
が
次
第
に
、

よ
り

低
利
の
民
間
金
融
に
趨
る
ζ

と
に
な
り
目
的
と
す
る
効
果
が
上
ら
ぬ

こ
と

K
な
る
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
貼
か
ら
云
え
ば
捉
銭
事
業
は
金
融
業

の
稜
達
と
そ
れ
に
伴
う
貨
幣
経
済
の
一
般
化
と
い
う
思
い
も
か
け
ぬ

影
響
を
残
し
た
の
で
あ
っ
た
。

文
、
長
年
月
捉
銭
戸
と
な
っ
て
居
る
聞
に
、
本
銭
の
何
倍
に
も
及

ぷ
利
息
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
捉
銭
戸
が
生
じ
、
破
産
し
た
り

逃
亡
し
た
り
ナ
る
者
が
績
出
し
た
か
ら
で
も
あ
ろ
針
。
元
和
十
一
年
、



東
都
御
史
蓋
管
下
の
捉
銭
戸
に
は
、
貞
元
十
一
年
か
ら
元
和
十
一
年

末
ま
で
の
二
十
一
年
間
に
利
息
納
入
が
十
倍
を
超
え
る
者
二
十
五
戸
、

貞
元
十
六
年
か
ら
の
十
六
年
間
に
七
倍
を
超
え
る
者
百
五
十
六
戸
、

貞
元
二
十
年
か
ら
十
一
年
間
に
四
倍
を
超
え
る
者
が
百
六
十
八
戸
に

達
し
た
と
云
う
。
こ
の
よ
う
に
何
倍
も
の
利
息
を
と
ら
れ
る
の
に
堪

え
粂
ね
た
捉
銭
戸
は
逃
亡
を
も
っ
て
ζ

れ
に
臆
じ
た
が
、

だ
か
ら
と

云
っ
て
利
患
の
徴
収
を
罷
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
か
ら
、

と
れ
を

近
親
、
保
人
に
肩
代
り
さ
せ
る
。
け
れ
ど
も
近
親
保
人
も
逃
亡
し
た

り
、
死
ん
だ
り
ナ
る
と
外
に
針
策
も
な
く
「
虚
し
く
銭
数
は
掲
げ
ら

れ
て
も
賓
が
な
い
か
ら
公
食
に
し
ば
し
ば
欠
乏
が
生
歩
る
」
朕
態
に

な
っ
た
。
長
慶
年
間
利
率
の
引
下
げ
を
し
た
か
ら
と
云
っ
て
も
、
情

府
元
亀
巻
五
百
八
俸
旅
四

曾
昌
元
年
に
あ
る
よ
う
K
、

難
有
四
分
収
利
之
名
。
而
無
三
分
得
利
之
賞
。

と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
食
利
本
銭
の
利
息
収
入
が
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
か
を
記

し
た
史
料
は
極
め
て
乏
し
い
。
貞
元
十
二
年
の
数
と
禽
昌
元
年
の
数
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が
僅
に
存
ナ
る
が
、
貞
元
十
二
年
の
統
計
で
は
、
総
計
約
二
十
三
高

二
千
貫
文
と
な
り
、
貞
元
四
年
の
俸
料
数
六
十
一
高
六
千
貫
文
の
約

四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
ゆ
る
数
に
相
嘗
ナ
乱
。
俸
料
必
要
額
の
四
十

ハ

1
セ
ン
ト
に
も
達
ナ
る
収
入
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
ナ
れ

ば
朝
廷
は
ま
す
ま
す
本
銭
事
業
に
積
極
的
な
ら
ざ
る
を
得
-
な
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

補
註ω唐

曾
要
品
位
八
十
八
雑
録
開
元
十
六
年

ω冊
府
元
晶
臨
品
官
五
百
六
俸
椋
二
関
一
冗
十
年

同
冊
府
元
亀
倉
五
百
六
俸
線
二
関
元
六
年

ω唐
舎
要
令
九
十
三
諸
司
諸
色
本
銭
関
元
十
八
年

同
冊
府
元
亀
巻
五
百
七
俸
藤
三
元
和
九
年

帥
冊
府
一
冗
翁
巻
五
百
七
俸
旅
三
一
冗
和
十
一
年

間
川
仰
に
同
じ

川
間
冊
府
元
砲
巻
五
百
六
俸
線
二

川
別
冊
府
元
亀
巻
五
百
六
俸
禄
二
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貞
元
十
二
年

貞
元
四
年

五

む

す

び

に

か

え

て

唐
代
の
本
銭
事
業
の
中
で
捉
銭
戸
と
い
う
も
の
が
特
に
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は
爾
税
法
施
行
以
後
に
於
い
て
で
あ
る
。

徳
宗
の
建
中
元
年
、
南
税
法
が
施
行
さ
れ
、
均
田
制
の
収
奪
原
理

に
よ
る
人
身
的
収
奪
は
慶
棄
さ
れ
、
資
産
を
基
準
と
ナ
る
課
税
法
が

採
用
さ
れ
た
。
と
と
に
於
い
て
日
分
田
は
南
税
地
と
呼
ば
れ
永
業
な

る
ζ

と
が
認
め
ら
れ
て
農
民
の
土
地
に
封
ナ
る
保
有
権
が
保
誼
さ
れ
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た
。
農
民
に
削
到
す
る
課
税
は
「
爾
税
の
他
に
は
一
銭
も
課
さ
な
い
」

約
束
で
あ
っ
た
が
、
安
史
の
飢
以
来
、

そ
の
力
を
伸
長
し
て
来
て
い

る
軍
閥
に
封
ナ
る
鹿
殺
政
策
か
ら
雨
税
は
禁
箪
の
兵
力
維
持
に
振
向

け
ら
れ
、
爾
税
の
み
で
は
足
り
な

い
の
で
除
陪
錦
、
税
間
架
な
と
が

徴
収
さ
れ
た
。
建
中
か
ら
貞
元
初
年
に
及
ぶ
叛
範
は
こ
れ
ら
附
加
税

W
K

端
を
護
ナ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ζ

の
蹴
が
鎮
ま
る
と
と
れ
ら
の
税

目
は
撤
贋
さ
れ
た
が
、
朝
廷
で
は
藩
鎖
に
封
ナ
る
禁
軍
を
い
よ
い
よ

強
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
雨
税
収
入
は
大
部
分
が
兵
士
の
衣
糧
に

費
さ
れ
、
朝
廷
の
費
用
、
官
僚
の
俸
給
は
他
に
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

ζ

こ
に
本
銭
の
出
撃
に
よ

っ
て
利
息
を
取
る
捉
銭
が
前
に
も

ま
し
て
大
規
模
に
行
わ
れ
る
ζ

と
に
な
り
、
捉
銭
の
役
は
他
の
差
科

に
相
嘗
ナ
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

捉
銭
戸
に
は
差
科
の
兎
除
と
い
う
特
典
が
附
帯
し
た
か
ら
、
富
戸

は
官
街
の
官
僚
と
結
託
し
て
名
目
上
の
捉
銭
戸
と
な
り
差
科
を
兎
除

さ
れ
、
捉
銭
戸
の
地
位
を
利
用
し
て
貧
戸
に
劉
ナ
る
収
奪
に
力
を
注

い
だ
。
ζ

こ
に
浮
出
し
た
本
銭
は
、

一
時
凌
ぎ
に
借
り
よ
う
と
ナ
る

貧
戸
に
出
附
卒
さ
れ

そ
の
高
利
の
利
息
は
差
科
克
除
以
上
の
負
携
と

な
っ
て
貧
戸
の
肩
に
の
し
か
か
っ
た
。
や
が
L

て
、
捉
銭
戸
に
針
ナ
る

差
科
兎
除
の
特
典
が
底
止
さ
れ
る
と
、
富
戸
は
な
か
差
科
兎
除
の
公

認
さ
れ
た
禁
軍
の
名
で
門
戸
を
影
庇
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
捉
銭

戸
は
貧
人
に
非
ざ
る
無
き
状
態
に
な
っ
た
。
納
入
出
来
ぬ
利
息
は
私

財
を
買
排
っ
て
も
排
済
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、

富
戸
の
禁
軍
名
目
に
よ
る
影
占
に
伴
う
賦
税
の
不
足
額
は
、

一
般
農

民
に
鱒
嫁
さ
れ
て
朝
廷
の
収
奪
は
ま
す
ま
す
積
極
的
に
な
っ
て
行
つ

た
の
で
、
雨
税
法
施
行
に
よ
っ
て
、
自
管
農
民
と
し
て
出
渡
し
た
貧

農
層
は
、
度
重
な
る
負
債
の
排
済
の
た
め
に
折
角
得
た
団
地
を
富
豪

地
主
や
商
人
に
買
掛
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
破
目
K
な
っ
た
。
貧
農
層
の
零

細
な
団
地
は
こ
う
し
て
大
地
主
の
下
に
集
め
ら
れ
た
が
、
朝
廷
の
捉

-88ー

銭
事
業
の
積
極
化
と
、
貧
窮
捉
銭
戸
の
出
現
と
は
、
自
替
農
民
層
の

波
落
と
大
土
地
所
有
制
の
設
展
に
拍
車
を
か
け
る
一
因
と
な
っ
た
も

の
と
考
え
る
。

〔
附
記
〕

本
稿
は
昭
和
三
十
三
年
度
修
士
論
文
と
し
て
提
出
し
た
も
の
を
書
き
改
め
た

も
の
で
あ
る
。
御
指
導
を
賜
っ
た
宮
崎
教
授
初
め
諮
先
生
方
に
厚
く
御
躍
申

し
上
げ
る

次

第

で

あ

る

。

(

一

一

一

一

ニ

・
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・
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to rectifying the evils Emperor Yungcheng (薙正)sent qualified candidates 

to the provinces to wait for vacancies， while he appointed the experienced 

to more important posts and the unexperienced to less important ones. 

This system was called waipu (外補). Though the system assumed more 

consummated features under Emperor Ch'ienlung (乾隆)， the actual power 

of installation became invested in the hand of provincial governors. 

Maritime Transportation and Shipping Merchants in Ch'ing 

Michiko Yamaguchi 

The shipping merchants， who prospered until about the Chiach'ing 

(嘉慶)era， began to faIl into rapid decay in the eras of Hsienfeng (威豊)

and T'ungchih (同治) due to the foIlowing causes; various restrictions 

imposed upon them after the Taokolang (道光)era and the competition of 

Western shipping merchants. The impact of activities of foreign merchants 

has been often explained in the light of the backwardness of China. But 

at the same time the governmental restrictions imposed on the Chinese 

shipping merchants played an important role in checking their activities. 

The present study is an attempt to explain the decline of the shipping 

merchants from' the institutional standpoint. 

The Choch'ienhu (捉銭戸)in T'ang (唐)

Hiroo Y okoyama 

Though the T'ang 0伍cialswere， as a rule， .paid out of the land tax income， 

this system began to fail because of the shortage of revenue. Consequently， 

a new source of revenue caIled Kungchieh pengch'ien (公瞬本銭)was set 

up to patch up de伍ciencyin the pay roIl by expending the interest there-

from，and later the new tax which was thought as a temporary measure 

came to assume a more important feature in the taxation sytem. Choch'ien-

hu is a na凶egiven to the household which was given the pri'vilege of 

borrowing the Government funds and owed the obligation to pay interest. 

← 2ー



In the beginning it was exempted from corvee; hence many people looked 

for being designated as choch'ienhu with consequent evil practices. There-

upon， the the choch'ienhu was dearived of its privilege， and most of the 

choch'ienhu became impoverished， because they were obliged to pay interest 

as high as 30 to 50 per cent. The author concludes that the choch'ienhu's 

corvee played a considerable part in the decline of the landed farmers' class 

and the development of large scale landownership. 
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